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エレベーターの耐震性強化と実証試験
Reinforcementand Vibration Tests of Earthquake-PrOOf

AbilitY Of Elevators

昭和55年7月14日付けで建築基準法施行令の改正が公布となり,建築物の耐震規

定の強化改訂とともにエレベーターにつし､ても耐震規定が盛り込まれた｡更に,技

術基準としての｢エレベーター耐震設計･施工指針+が策定され,設計用震度のア

ップを含め耐震強化の方針が明確になった｡これらを背景として,エレベーターの

耐震強化構造の確立が急務となった｡

日立製作所では,従来から進めてきたエレベーターの耐震性向_Lのための研究に

加え,大形振動台及び反力上菅を用いて耐震実証試験を行ない,各機器の振動特性を

明らかにするとともに建築物の地震応答を/考慮して弓重りと構造を決定し,地震に対す

るエレベーターの安全性を確認した｡

n 緒 言

昭和55年7月14日付けで建築其準法二施行令の一部改j上が公

布となり,建築物の耐震規定が50年ぶI)に強化改訂された｡

エレベ此タ一に対しても宮城県沖地震に代表される従来の被

害例及び建築物の耐寅性を考慮して耐震規定が盛り込まれ,

強化の方針が明確になった｡更に,技術基準として｢エレベ

ーター耐震設計･施工指針1)+が策定され,耐震性に対する

巧-え‾方及び具体策が示された｡一‾万,エレベー一夕ーは都市の

発展,建築物の高層化,大形化に付い今や不可欠の建築設イ備

となり,人命を預かる公共的件格をもつ交通機関として,安

全性の確保が至上の命題となっている｡

このような背景のもとに,日立製作所では従来から進めて

きたエレベータMグ)耐震性向上のための研究2)に加え,地震に

対する安全性を確認するために大形振動台,及び反力1横を用

いた耐震実証試験を実施し,耐震強化構造及び耐主霊設計施工

方法の確立を採った｡二の論文では,エレベ【ター¶の耐震性

強化の‾そえ方と実証試験について概要を紹介する｡

臣l エレベーターの耐震性強化の動向

近年,エレベーターに多くの被害をもたらLた事例として,

アメリカでは1971年(昭和46年)に発生したサンフエルナンド

地震,我が国では昭和53年に発生した甫城県沖地震があり,

従来とは比較にならない多数の被害が発生したことは記憶に

新しい｡これらの地震の被害状i兄をみると,直接被害として

つり合いおもりの脱レールがその半数以上を占め,その他に

機械室設置品の移動又は転倒,ロープ類の引っ掛かり手員傷な

どがあり,更に,高架水槽の破損などによる手近水又は浸水,

コンクリ-卜の損傷などによる間接被害が日立二っている｡

エレベーターの耐震件強化の動向を図lに示す｡従来はl口

建築基準法施行令第88条に示された水‾平震度滋1)0.2の地震力

をべ】スとして耐震設計を行なってきた｡しかし,社団法人

日本エレベータ協会では,前記のサンフエルナンド地震での

※1)｢震度+:加速度を重力の加速度(G=980cm/s2)で険した値を示す｡

水平震度0.2は加速度0.2Gを意味する｡
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エレベーターー♂)被害などを参考に,自主甚準として昭和47年

に｢昇降機ド方災対策標準3)+を制定し,エレベーター業界ガ÷

通の指針とLてエレベーーターーの耐互真竹三強化に努めてきた｡

一方,建築物でもかなりの被害が生じたニセ,各椎の地震

記鈷の蓄積などかごJ,従来の耐)真規定が必ずLも十分なもの
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図l エレベーターの耐震性強化の動向 社会的に地震対策が取り

上げられ,建築基準法施行令の改正により,エレベーターの耐震性強化の方針

が明らかとなった｡

*u立製作所水戸工場 **日〕ンニ製作所機械研究所 ***日立製作所機電事業本部
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ではないことが明らかとなり,超高層建築物グ)実現を可能と

した動的設計法,振動工学や構造計算での解析手法の進ノ歩な

どを背景として,建設省は昭和47年僅から官･学･上亡一休と

なった研究開発を進め,昭和52年に｢新耐‡罠設計法(案)+と

してその成果を公表した｡

昭和55年7月14日付政令により建築基準法施行令の一部が

改正され,上記の｢新耐震設計法(案)+の内容を塊り込み,

建築物の耐1震設計基準が大幅に強化改訂された｡二の中で建

築設備について,最近の地震被害状況にかんがみ,配管設備

及びエレベーターに関する耐震規定が新たに設けノ〕れた｡エ

レベーターについては,建築其準法施行令･第5黄の3節2節

(昇降機)にご大の4項臼が追加された｡

(1)主索(ロープ)が綱卓から外れないようにすること｡

(2)かご又はつり合いおもりがガイドレールから外れないよ

うにすること｡

(3)ロープ,テールコ”ドなどが昇降路内の突出物に引っ掛

からないようにすること｡

(4)機械室設置品が転倒又は移動しないようにすること｡

これらの耐震規定(昭和56年6パ1日施行)の統一的な解釈

と運用を図るための具体的な技術其準とLて,建設省委託に

よる財団法人日本建築センター｢建築設備耐京橋造調査委上i

会+でまとめられた指針をもとに,｢エレベ【ター耐震設計･

施工指針+(以‾F,｢指針+と略す｡)が策定され,昭和56年3月

に発行された｡なお,二の｢指針+は高き60m以‾‾F(7)建築物

に設置するエレベーターを対象とするものである(高さが

60m/minを超えるものについては,後述するようにフロアレ

スポンスを用いて設計する)｡

田 エレベーターの耐震設計

3.1基本的な考え方

建築物の耐震設計の基本は,比較的歩削真の高い中小地震

(他動の最大加速度80～100Gal)に対してははとんど損微かな

く,関東大地震級の極めてまれにしか起こらない大地震(地動

で300-400Gal)に対しては,構造体の損傷がある程度生じて

も崩壊することなく,人命,財産への被害を防ぐことを目標

としている｡

エレベ【タ【でも,この基本方針にぎf†って地震時でのエレ

ベーターのかご内の乗客の安全を図るとともに,建築物の受

ける地震力に対応して機能を確保することが目標である｡

表1に,地動加速度に対するエレベータⅥの耐震設計の基本

的目標を示す｡

ここで,エレベーターが他の建築設備と異なる点は,建築

表l エレベーターの耐震設計の目標 地震時では,できるだけ早期

にエレベーターを停止Lて,かご内の乗客の安全を図るとともに,極めてまれ

にしか起二らない大地震に対Lては,大きな損傷がないことを目標とする｡

相当する

気象庁

震度階

地動加速度

(Gaり エレベーターの耐震設計の目標

3(弱震)
25

40

80

250

300

400

事後点検の要なく,継続使用できること｡

4(中震)

乗客に危害が及ばないよう

にする｡事後点検は要する

が,主要構造部には被害が

生じないようにする｡

地震発生時,

速やかにかご

を最寄り階に

停止L,戸を

5(強震)

6(裂震)
機器に若干の被害が生じて

も,乗客の安全を保つよう

にする｡

開ける｡

7(激震)
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制御盤

エレベーター機械室
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調速機ロープ
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図2 エレベーターの概略構造 エレベーターは,かごやつり合いお

もりのようにカイドレールに治って移動する機器と,ロープ,テールコードな

どのように案内装置のない長尺抵垂物をノ使用Lている｡

物内にあって人を上‾Fに輸送する装置であり,図2に示すよ

うに,機能▼卜かごやつりfナいおも りのようにオ､イドレールに

子fト〕て格動する機若是と,ロープやテールコードなどのように

案内装置のない長尺懸垂物を使用していることである〔⊃ した

がって,エレベーター♂〕耐震設計はj建築物を含めたこれら要

素の特性を1一分考慮して,二大の3一たについて実施する｡

(1)定めJ⊃れた設計志度に基づく地雷…荷重に対して,機器の

転伊jや移動かなく,危険な変形が生じないようにする｡

(2)地2三時のロープやテールコードなどの長尺懸垂物の挙動

は,建築物の主として水平動により派生する現象で,建築物

の振動特性,エレベ【タ【の昇降行程の大小などに左右され

極めて複雑である｡また,昇降路内の突出物を皆無にするこ

とは現実には困難である｡したがって,引っ掛かるおそれの

ある突出物に保護措置を施すものとする｡

(3)地震時には昇降路や機械室の建築物の損傷や電源系統の

故障など,外部要因によってもエレベーターの運行に支障を

生ずることが巧‾えられ,＼万全を期すことは困難である｡この

ような観ノ烹から,地震時にはエレベーターをできるだけ早く

茸を寄り階に停止させ,来客の安全な避難を図るとともに機能

を確保し地震後ク〕復什=を谷易にするため,運行上の地震対策

として地雷…感知器との連動による｢地震時管制運転装置+を

設けることを推奨する｡
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3.2 設計用震度と地震カ

エレベーターに作用する設計川地震力は,

られる｡

水平地震力 凡=方･lγ………=…

金持直地震力 凡′=方′･lγ…‥‥…･

ここで Ⅳは機器の重量,方は水平震度,

次式により求め

=‥‥‥‥‥…(1)

‥‥‥(2)

∬′ほ鉛L自二震度

(方′=÷･方)を示す｡また,｢指針+により地震力は,機器の

重心に水平及び鉛直同時に作用するものとする｡

(1)高さが60m以下の建築物に設けるエレベーターの設計川

三雲度

｢指∃汁+に定められた設計用震度を表2に,また,図3に機

械室の地上高さと水平震度との関係を示す｡これは建築物の

耐宗設計の基本方針に合わせ,地盤面の加速度を従米の0.2G

を0.3G(｢震度+表現では0.3)に引き上げ,機器の設計加速度

も建築物の床応答倍率(屋階で約3倍)を巧`慮して従来の約2

倍とLたもので,建築設ノ備の耐震設計に共通である｡

(2)高さが60mを一超える建築物に設けるエレベMターの設計

用震度

高さ60mを超える高層建築物は,日本建築センターの構造

評定を′受け,建設大臣のノ承認を得る必要がある｡したがって,

建築物ごとに地雷茎応答解析が行なわれており,それによって

得られる応答加速度,その他の資料に基づいて設計用畏度を決

定するものとする｡

図3に相当する建築物の地震ん′む答解析による資料として,

｢フロアレスポンス+がある｡これは,建築物の地磐に地震波

が作用したとき,建築物はその振動特性に応じたJ心答をホす

が,その応答加速度の最大値を各ド皆ごとに求めたものである〔つ

高さ60mを超えるいわゆる高層建築物にあっては図3とほ異

なり,中,上層ド皆の応答加速度は必ずしも下層階に比べて大

きいとは限らない｡表2の震度によれば過大な設計となる場

合があり,建築物ごとのフロアレスポンスにより設計するほ

うがで計理的である｡この場合,基準となる地盤面の震度は図3

に合わせ0.3として各階の設計用震度を決定する｡

(3)フロアスペクトルによる設計用主霊度

前記(1)及び(2)による計算は静的な取り扱いであるが,建築

物のJ末に設置した機器が地震時にホす応答は床のそれとは一

致しない場合があり,†木と機器の振動特惟を考膚､して動的に

取り扱う必要がある｡このときの設計用震度は,二大式で示さ

れる｡

g=∬0･gl･g2 (3)

ここで ∬0:基準左重度(0.3とする｡)

gl:機器の設置ド皆での建築物の地震応答イ書率

方2:設置J未に対するオ幾器の地震応答倍率

このための方法として,各階の床応答スペクトル(フロア

水平震度
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図3 機械室の地上高さと水平震度の関係 従来の建築基準法施行

令での震度は,高さ16m以下では0.2,高さ4m増すごとに0.Ol加えるものとLた｡

今回の改正で大幅にアップとなり,建築設備の耐震設計に共通である｡
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例:機器の固有周期一r=1.3s

機器の減衰定数ん=0,02

機器の応答加速度α=1.55G

機器の重量 Ⅳ=1,000kg

機器に作用する地震カ

メ一'ニ㌻･l作1･550kg

機器の減衰定数

ん=0.02

ム=0.05

0 11.3 2 3 4 5

機器の固有周期 T(s)

図4 フロアスペクトルによる応答加速度の求め方 機器の固有周

期及び〉成衰定数が既知であれば,フロアスペクトルから横器の応答加速度を知

ることができ,地震力を計算できる｡

表2 エレベーターの設計用震度 水平震度は従来の約2倍に引き上げられた｡頂部,中間及び下部機械室はそれぞれ建築物の屋階,中間階及び=皆又は

地階にある場合を示す(図3参照)｡

対 象 召集 器

乗用･人荷用･寝台用エレベーター 荷物用･自動車用エレベーター (参考)従来のエレベーター

水平震度∬ 鉛直震度∬ 水平震度∬ 鉛直震度方 水平震度ぷ 鉛直震度〝′

昇降路内の機器 0.6 0.45 0_3

頂部機械室の機器 l.0 0.5 l.0 0.5

0.5 0.5中間機械室の機器
0･3＋0･7芸 (0･3十0･7言)×÷0･3=L7昌一 (0･3仙7芸-)×÷

下部機械室の機器 0.3 0.15 0.3 0.15

)主:略語説明 ズ(機械室の高さ),〃(建築物の高さ)
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スペクト′レ)を用いる方法がある｡これは機器を等価的に梯

形1自由度振動系として建物のある階の床にモデル化して凹

志し,地震が作用したときの応答こ最大値を固有周期ごとに計

算Lたもので,図4にホすように機音詩の固有周期と減衰定数

から,その階に設置される機器の設計用震度を求めることか

できる｡

エレベーターの耐震設計は,--一一般には以上に述べた設計用

震度及び地震力をもとに行なうが,一方,他宗披は不規則な

形態を示すものであり,そのため原-‾r･力関係をはじめとする

重要機器につし､て耐震実証試験を実施Lている｡口立製作所

では,エレベーターの各機器について,大地震の地形を再現

可能な耐震試験設備を用いて実証試験を実施Lた｡以■Fにそ

の概要について述べる｡

山 エレベーター1幾械重機器の耐震試験

図2に示したように,巻上機,制御盤などのエレベーター

機械室機器は建築物の床に固定しており,地震によって転倒

又は移動しないように設計施工しなければならない｡二れノブ

の耐震計算は,前記したように機器の垂心に地震力が作用す

るものとして行なうのが一般的であるが,巻上機での防振構

造品,制御盤での栢体品などは形ご伏的にロッキング振動など

を生じやすい｡そこで,日立製作所では各機器グ)地震応答特

件の把握,及び設計用震度のアップに対する強化構造の確立

を図るため,大形振動台を用いて耐震試験を行なった｡,

4.1試験方法

耐震試験設備は,日立製作所の研究所に設置Lた電気油圧

式20t大形振動台を使用Lた｡試験設備の主な仕様を表3に,

巻上機を振動台に設置した状態を図5に示す｡

(1)共振試験

入力は加速度100Galグ)正弦波とし,周波数を20HzかJ〕1Hz

まで連続的に変化(スィ【プ速度0.1Hz/s)きせて,伺有振動

数,加速度応答倍率,減衰定数などを求めた｡
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図5 巻上機の振動台設置状態 4mX4mの振動台に,実際と等価な条

件で試琶粂品を設置して,共振特性及び強度確認のための加振試験を実施Lた｡

表3 振動台の主な仕様 高応答性の大容量サーボ弁及び静圧継手の採

用並びに加速度制御により,精度の良いIG以上の地震三度形を再現できる大形耐

震試験用設備である｡

項 目 水 平

l

垂 直

最 大 積 載 荷 重 20t

台 寸 法 4mX4m

台 可 動 部 重 量 9t Ilt

最 大 寸辰 幅 ニヒ15cm ±7.5cm

最 大 速 度
単 独 ±】00cm/s 土50cm/s

同 時 ±70cm/s 土35cm/s

最大加速度
単 独 ±2G 十 2G

同 時 七l.5G ±0.75G

加 娠 周 )度 数 0.l～30Hz 0.l､･30Hz

項試

目験
入 力 波 形 時 間

試共
験振

正 弦 波(20Hz→1Hzスイープ) スイープ速度
0.1Hz/s

強

度
限
界
確

認

試
験

応地
答震
波浪

?石

①ェルセントロ波による塔屋床X方向応答波形 10s

②エルセントロ波による塔屋床Y方向応答波形 30s

③八戸港湾波による塔屋床X方向応答波形 20s

④八戸港湾波による塔屋床Y方向応答波形 40s

⑤ェルセントロ波=940年) 30s

⑥八戸港湾波(1968年) 40s

⑦A波(人工地震波) 15s

注:減衰定数ム=5%の場合

実線は塔屋床応答波を,

破線は地上波を示す｡

穴UnU4=0つ+0 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

周 期(s)

図6 加娠台入力波

とスペクトル (D～

④は地震応答解析によ

るフロアレスポンスを.

⑤,⑥は観測波を,(∋

は人工地震三虔を示す｡

それぞれのカーブは入力

三度を床応答とLて,計算

により.求めたフロアスペ

クトルである｡



(2)強度限界確認試験

加振汽への入力波として,周期成分を泣こく選択するため,

建物の固有周期成分が卓越するノ末応答波(フロアレスポンス)

と比較的広い周期成分を含む地上波を選択し,図6にホす(丑

i皮を採用した｡各地寅彼の最大加速度は1.0～1.5Gと しで加

振を行ない,このときの加速度,変位,J芯力などを測定して

各機器の動作及び強度を確認した｡

ヰ.2 試験結果及び検討

(1)各機器の固有振動数と加速度応答倍率

図7に試験により得られた各機器の固有振動数と地震波人

力に対する垂心相当位置の加速度応答倍率〔(3)式の∬2に相当

する｡〕を示す｡なお,同図中の曲線は図6に示した地震波の

フロアスペクトルの包路線である｡

建屋J末への振動絶縁のため防振ゴムで支持をする巻上機,

電動発電機,油圧パワーユニットなどの固有振動数は3～5Hz

精度と比較的低く,共振時には大きな変位が発生しやすいた

め防振ゴムのストッパ(振れJLめ)を設けることが有効である｡

また,加速度応答倍率としては2～3倍程度である｡

一方,建屋床に直接固定する制御盤,フロアコントローラ

などの箱体品の固有振動数は,6～10Hz若しくはそれ以上で

あI),加速度応答倍率は1.5～2倍程度である｡

(2)建築物の地震応答特性に対する検討

エレベーターの機械室機器は,一般に建築物の上部に設置

される｡一方,地震時には建築物の上部は一次固有周期で応
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フロアスペクトル

(図6による｡)

0
0
(
‖
0

0

金0

0

000

●

0 ().2 0.4 0.6 0.8 1.0
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図7 機器の固有振動数と応答倍率 防振構造晶の固有振動数は3～

5Hzで応答倍率且2は2～3倍.非防娠構造晶の尺2は】.5～2倍である｡なお,

機器の固有ま辰動数は設置する建築物の固有振動数に一致Lないように選定する

必要がある｡

エレベーターの耐震性強化と実証試験 683

答し､その周期rは高さを〃(m)とすると-一般のコンクリu

ト構造の建築物で,T=0.02〟(s)で示される｡そこで,一般

にエレベーターが設置される6階J末(〃≒18m)以上の建築物

ではT≧0.36秒,すなわち固有振動数(十)は2.8Hz以‾Fである

から,固有振動数が3Hz程度の構造品は共振現象に十分注意

する必要がある｡-一一方,一般に長周期成分が卓越する高層建

築物に対しては,共振する可能件はほとんどないといって

よい｡

(3)フロアスペクトルに対する検討

図7に示した曲線は,前記したように地震波をフロアレス

ポンスとし,機器を線形1自由度振動系(減衰定数5%.)とし

て固定したときの応答最大値を,固有周期ごとに計算したフ

ロアスペクトルである｡一方,試験によって得た測定点がほ

ぼその線上にあることから,図4に示したように機器の固有

周期と減衰定数が既知であれば,フロアスペクトルから加速

度応答倍率,すなわち設計用震度を求めることができる｡

山 ガイドレール関係の耐震試験

地震時のエレベーター被害中,つり合いおもりの脱レ【ル

件数はほぼその半数を占め,かつ,かごとの衝突により人身

事故につながる可能性があるため,ガイドレール関係は最も

耐震性を重視しなければならない｡日立製作所では,これま

でも建築物とエレベータu系をモデル化した解析,及び実機

による加振試験を進めてきたが,今回,設計用震度が引き上

げられたことに対して強化構造の確立を図るため,日立製作

所の研究所に設置した反力喋を用いて耐震試験を行なった｡

図8に試験装置を示す｡反力壁に固定した4子丁の油圧加振

器により,レールの支持点(3スパン4点支持)を加振して実

際と等価な条件とし,そのときのレールの応力,たわみ,つ

り合いおもり及びかごの応答,並びにレールに作用する力な

どを測定した｡入力i皮として正弦i皮及び地震波を使用した｡

つり合いおもり及びかごとレールとの間には,ラ骨りやギ

ャップによる集中非線形要素をもっているため復姓な振動応

答を示すが,レールに発生する最大応力及びたわみは､レー

ルを3スパン4点支持はりの中央に荷重Pが作用するとLて,

次式によI)計算した値とほぼ一致することを確認した｡

最大応力♂=孟×芸最大たわみ∂=志×監…(4)
ここで J:レールブラケットの間隔(レールの支持点)

Z∬::ゲイドレールグ)断面係数

E:ガイドレールの縦弾性係数

ん:オ､イドレールの断面二次モーメント

ガイドレ【ルの耐震構造として,レール及びその固定間隔

の選定,ガイドシューの外れ止め(レールへの#卜かりしろ),

レールに作用する慣性力を分散低i成する効果をもつつり合い

おもりの中間ストッパ,左右1対のレールを連結して広がり

を防止するタイプラケットなどがあるが,それぞれについて

地震波入力0.6～1.OGに相当する地震力に対して耐震性を確

認した｡

l可 ロープなどの長尺懸垂物の耐震試験

エレベーターの昇降路内には,図2に示したようにかごの

昇降に伴って移動する各穐のロープやテールコードなどの長

尺懸垂物がつり下げられておI),地震の際の建築物の揺れの

影響を受けてこれらが振れ,周囲の機着削二接触して異常音を

発生したり,引っ掛かって‡員傷することがある｡特に長周期

の揺れが持続しやすい超高層ビルのエレベーターで顕著で
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図8 ガイドレールの耐震試験装置 っり合い右もり又はかごをロー

プで懸垂L,ガイドレールを加壬辰枠を介Lて反力壁に固定した加振器で加振す

ることにより,実際と等価な条件とLた｡

ある｡

そこで,これらの長尺懸垂物の振動特性を明らかにするた

め,加振試験を行なった｡人力披としては,高層ビル頂部の

地震時の揺れは建築物の固有周期が卓越し,かつ持続する傾

向にあるため正弦波を使用した｡

匡19に調速機ロープの共振特性の例を示す｡石室築物の固有

同期に近い二二大モードでは振幅応答倍率は20倍程度に共振

する可能性があI),これを防+Lするために振れ止め(ロープオー

イド)が有効である｡

以上の試験結果及び建築物の変位とのシミュレ【ション解

析から,地震時だけでなく強風時にも揺れ(変位)の大きい高

層建築物で特に問題であることが明らかとなり,各部の振れ

止め,外れ止めなど石堂築物の高さや構造に対応した保護措置

を確カニした｡

l】 結 言

以上,建築基準法施行令改正に伴うエレベーターの耐身性

強化に対する考え方,及び耐震実証試験の概要を中心に紹介

Lた｡それらの内容をまとめると,

(1)エレベーターの耐震設計は建築物に準じ,他動加速度0.3G

をべ【スとして設置斥≡及び機器の応答倍率を孝一慮して行なう｡
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図9 調速機ロープ(¢柑)の共振特性 ロープ長さ74mの場合の加娠

試験結果を示す｡二次振動数が建築物の固有周期に近く,地震や強風による建

築物の揺れに共寸辰して20倍に増加する可能性があり,ロープガイド(振れ止め)

が必要である｡

(2)｢指針+に示された耐震計算,及び大形振動台,反力壁な

どによる耐震試験を各機器について実施し,強化構造を確立

するとともに,固有振動数,地震応答倍率などの地震応答特

惟を明らかにした｡

(3)機器を線形1自由度系にモデル化して,設計用主霊度を求め

るフロアスペクトルによる方法が有効であることを確認した｡

なお,地震時には建築物や電青原系統の不具合など外部要因

によってもエレベーターに支障を生ずることが考えられ,万

全を期すことは困難である｡そこで,乗客の安全確保,地震

後の早期復旧の観点から,地震時にはエレベータ】を最寄り

階に停止させることが有効であり,｢地震時管制運転装置+の

設置が望ましい｡日立製作所では,耐震研究の今後の動向に

i主目し,ノ＼-ドゥェア,ソフトウェアの両面からエレベータ

ーの耐震性向_Lのための研究を進めるとともに,施工,保守

の面での管理,更に旧設計施工の既設エレベーターについて

の耐震強化策の確立を図り対応する考えである｡今後とも関

係各位の御指導,御協力をお聴いする次第である｡
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